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養成・確保に関する現状と課題
※ 平成27年4月消防庁調べ

対象者区分 資格取得スキーム

無資格者 ・自家用技能証明
自家用に供する小型単発ピストン機

自家用所持者 ・事業用技能証明（単発タービン）
事業用に供する単発タービン機

事業用単発タービン所持者
・事業用技能証明（多発タービン）
事業用に供する多発タービン機（約1,500万円）

・型式限定資格（AS365N3等）
型式ごとに定められた限定資格（約2,000万円）

事業用多発タービン所持者 ・型式限定資格（AS365N3等）
型式ごとに定められた限定資格

事業用多発タービン＋
型式検定資格所持者 消防防災ヘリコプター操縦士へ

（約1,000万円）

（約1,500万円）

（約3,500万円）

（約2,000万円）

（約6,000万円）

※ 括弧内は、全て民間養成機関に委託した場合にかかる養成費用
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